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HL7JP規定 １号

 

会員種別、会費および負担⾦、会員の権利等規則 
 

（⽬的） 
第１条 この規則は、定款第１０条に基づき、会員の種別と会員が納付する⼊会⾦、会費、負
担⾦、および会員の権利について定める。 
 
（会員種別） 
第２条 本会会員の種別は以下の通りとする。 
 
(1)個⼈会員 
①HL7標準規約（以下本規約）に⼀般的な関⼼を持つ個⼈は個⼈会員として⼊会することがで
きる。 
②本規約を使⽤あるいは組み込むまたはその可能性のある製品、システム、サービスの製造ま
たは販売を業とする法⼈に所属する者は、原則として個⼈会員として⼊会することはできな
い。 
但し、理事会が承認する場合にはこの限りではない。 
この場合、理事会は本規約の仕様に関わる投票について当該個⼈会員の投票に制限を加えるこ
とができる。 
③個⼈会員は、1議決権を有する。 
④個⼈会員が⽶国HL7協会にも会員登録がある場合には⽇本HL7協会の年会費を10%に軽減す
る。 
 
(2)ユーザ法⼈会員 
①本規約を使⽤あるいは組み込むまたはその可能性のある製品、システム、サービスを購⼊ま
たは使⽤する法⼈はユーザ法⼈会員として⼊会することができる。 
②ユーザ法⼈会員が総会において複数の議決権を⾏使するためには、その数に応じた会費が請
求される。 
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(3)事業法⼈会員 
①本規約を使⽤あるいは組み込むまたはその可能性のある製品、システム、サービスの製造ま
たは販売を業とする法⼈は事業法⼈会員として⼊会することができる。 
②事業法⼈会員が総会において複数の議決権を⾏使するためには、その数に応じた会費が請求
される。 
 
(４)団体会員A 
①事業法⼈で構成する⼯業会等の団体は、その会員数に応じた会費を納めることにより、団体
会員Aとして⼊会でき、当該団体に属する全会員は各々独⽴した事業法⼈会員と同等の資格を
得ることが出来る。 
②団体会員Aに属する事業法⼈は、前項にかかわらず、議決権に関しては1法⼈1議決権とな
る。 
③団体会員Aは、その会員数に応じた表１に定める会費を納⼊しなければならない。 
④団体会員A⾃⾝は、議決権を有さない会員である。 
⑤団体会員Aは⾃⾝の会費を免除される。 
 
(５)団体会員B 
①ユーザ法⼈が構成する団体は、その会員数に応じた会費を納めることにより団体会員Bとし
て⼊会でき、当該団体に属する全会員が各々独⽴したユーザ法⼈会員と同等の資格を得ること
が出来る。 
②団体会員Bに属するユーザ法⼈は、前項にかかわらず、議決権に関しては1法⼈1議決権とな
る。 
③団体会員Bは、その会員数に応じた表１に定める会費を納⼊しなければならない。 
④団体会員B⾃⾝は、議決権を有さない会員である。 
⑤団体会員Bは⾃⾝の会費を免除される。 
 
 
(６)賛助団体会員 
①本会事業に賛同するユーザ法⼈会員、事業法⼈会員以外の団体は賛助団体会員として⼊会す
ることができる。 
②賛助団体会員は議決権が認められない。 
 
(７)学⽣会員 
①学⽣、または学⽣の⾝分を個⼈会員が取得したときには、公的に学⽣である事を証明できる
書⾯により本⼈の申請がある場合、学⽣会員としての登録が認められる。ただし学⽣会員の有
効期間は本⼈が学⽣の⾝分である期間に限られる。ここで、学⽣とは⼤学、⼤学院あるいは社
会通念上これらに相当する学校の学⽣を対象にしている。 
②学⽣会員は議決権が認められない。 
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（会員種別の決定） 
第３条 会員の種別は⼊会を希望する会員の申告を基に、理事会が決定する。理事会は会員の
状況の変化により当該種別が不適切と認めたときは、会員に種別の変更を求めるこができる。 
 
（会費） 
第４条 新たに⼊会する会員は、理事会が申請を受理したのち、⼊会の時期に関わらず、表１
に定める⼊会⾦と当該年度の会費を納付することによって会員資格を得る。但し、その年度の
6ヵ⽉経過後に新規に⼊会する場合には年会費は半額に減免される。 
 
２ 会員は当該年度開始の⽇から２ヶ⽉以内に、表１に定める年会費を納付しなければならな
い。 
 
３ 前項の期限を越えて会費が納付されない場合には、本会は当該会員に対し通知および⽂書
の送付を停⽌することができ、また活動への参加を拒否することができる。 
 

表１ 
 

 
 

表２ 
 

会員種別 年会費 ⼊会⾦ 

個⼈会員 ８，０００円 ２，０００円

⽶国HL7協会にも会員登録がある個⼈会員 ８００円 ２，０００円

ユーザ法⼈会員（N議決権） ３０，０００円×N ５，０００円

事業法⼈会員（N議決権） １００，０００円×N ２０，０００円

団体会員A 表２に定める会費 無料

団体会員B 表２に定める会費 無料

学⽣会員 ４，０００円 ２，０００円

賛助団体会員 １００，０００円 不要 

団体会員種
別 

会員数 会員当たりの会
費

団体会員A １-５会員 100,000円

6-10会員 50,000円
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注）事務局業務を委託する団体会員に対しては、その会費は上表の⾦額から１０％を減額した

額とする。 
                       

(負担⾦） 
第５条 理事会は、本会が提供する会議、出版、およびその他のサービスに対して別途負担⾦
を定めることができる。 
 
（会員の権利および義務） 
第６条 会員は以下の権利および義務を有する。 
(1)全ての会員は、総会に出席することが出来る。 
(2)個⼈会員、ユーザ法⼈会員（団体会員Bに属する法⼈会員を含む）、事業法⼈会員（団体会
員Aに属する法⼈会員を含む）は、総会における議決権を有する。 
（3）全ての会員は、部会に参加することが出来るが、部会員に定められた役割を果たさなけ
ればならない。 
（4）全ての会員は、本協会活動の情報を受け取ることができる。 
（５）全ての会員は、HL7標準規約の継続的開発に協⼒する権利と義務を有する。 
（6）全ての会員は、HL7標準規約に関する知的財産権を無償で供与受けることが出来る。 
（7）事業法⼈会員（団体会員Aに属する法⼈会員を含む）は、HL7標準規約に関する知的財産
を、無償で製品やシステム、サービスに⽤いて製造または販売をすることが出来る。 
 
                                             
以上 
 

11-100会員 30,000円

101-200会
員

20,000円

201以上会員 10,000円

団体会員B １-５会員 30,000円

6-10会員 20,000円

11-100会員 15,000円

101-200会
員

10,000円

201以上会員 5,000円
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